上勝町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務
仕様書

１．業務名
上勝町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務

２．委託期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで

３．業務の目的
本業務は、老人福祉法第20条の８及び介護保険法第117条の規定に基づき、令和９年度から令和11年度までを計画期間とする「上勝町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画（以下「第10期計画」という。）」の策定において、民間事業者の高齢者福祉及び介護保険の事業に関する高い専門性や経験を活用し、高齢者の状況及びニーズ把握のためのアンケート調査業務及び第10期計画策定に向けた課題分析等計画策定業務を行うことを目的とする。
また、本計画では、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号）第13条に規定する「認知症施策推進計画」を包含する。

４．業務の内容
（１）アンケート調査結果の集計・分析
次の１種類の調査において回収された調査票の入力、単純集計・クロス集計、自由記述回答部分の整理及び分析結果について報告書を作成する。また、アンケート結果について、「見える化システム」入力用データの作成を行う。
【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票】
・査対象：要支援・介護認定外の高齢者を対象（約570件）
・ページ数：16ページ程度

（２）介護保険制度や高齢者福祉等をめぐる制度改革の動向把握と現状分析
介護保険制度や高齢者の保健・福祉、医療等をめぐる制度改革の動向について、国の関連資料等を収集し、第10期計画等の検討にあたっての前提条件を整理する。
また、第９期における上勝町の介護保険事業や高齢者福祉事業等の取り組み状況、高齢者福祉サービス等の利用状況の分析を行い、計画策定に関する現状課題を整理する。
また、必要に応じて、徳島県が実施するサービス事業量・計画関連のヒアリング等に参加し、計画案の基礎資料とすること。

（３）第10期計画期間における事業量の推計と介護保険料の検討
以下について、第10期計画期間における推計及び検討を行う。
1 要介護者数の推計
2 各介護保険サービスの事業量の推計
3 医療計画との整合性の確保
4 ①及び②に基づく介護保険料の設定における検討

（４）計画骨子案・計画素案の作成、計画素案の内容協議
（１）～（３）の結果を踏まえ、第10期計画期間における課題を整理し、課題に対応した計画骨子案を検討・作成する。なお、検討・作成にあたっては、以下に示す計画の内容を踏まえたものとする。
1 上勝町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和９年度）
2 第４次上勝町活性化振興計画（令和４年度～令和12年度）
3 第３期保健事業実施計画（令和６年度～令和11年度）
※計画素案については、令和８年12月末までに提出するものとする。

（５）パブリックコメントの実施支援
パブリックコメントの実施にあたり、関連資料等の作成及び意見のとりまとめを行う。また、必要に応じて計画案への反映を行う。

（６）計画案の最終調整
計画素案について、策定委員会等の審議を経て内容が確定した後、「上勝町第10期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」として、成果品を納品するものとする。

（７）各種会議等における運営サポート
策定委員会（３回程度）
・策定委員会にオブザーバーとして出席
・委員会資料データの作成（コピー刷り出しは本町にて行う）
・会議録の作成（要約）
※策定委員会には業務責任者及び作業担当者が必ず出席すること。

（８）打ち合わせ
受託業者は、町との打合せ（随時・月１回程度を予定）を行うこと。
※原則として打ち合わせには作業担当者が出席すること。

５．成果品
（１）調査結果報告書
・A4判、約100頁、１色刷り、データ納品
（２）上勝町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
・A4判、約100頁、１色刷り、データ納品
（３）上記に関するデータ一式

６．その他
（１）本業務で作成された成果品の著作権は上勝町に帰属する。
（２）業務の遂行に際し、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
（３）過去５年以内に、徳島県内における福祉分野に関する計画策定支援業務を受注し、完了した実績を有していること。
（４）四国内に本店、支店又は営業所等を有していること。かつ作業担当者を四国内に配置すること。
（５）受託者は、委託者の情報資産の安全性を確保（個人情報を適切に取り扱う必要があるため）するものとする。特に、本業務においては、個人情報を取り扱うため、情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理システムが充分に確立されていることを証明しなければならない。具体的には、個人情報保護等に関する公的資格であるJISQ15001（プライバシーマーク取得）に審査登録がされ、複数回以上更新されているとともに、機密保持に関する社内規程を設けていることとし、契約前までにそれを証明する書類（認定証の写し）を委託者に提出すること（法人認定ではない担当者の個人資格は対象外）。
（6）仕様書に定めのない事項については、必要に応じ協議の上、実施するものとする。
（7）成果品に誤りや不備が発見された場合は、委託期間完了後であっても受託者の責任において無償で訂正を行うものとする。
以　上

